
6０ 

一
九
八
八
年
二
月
に
発
足
し
た
韓
国
の
キ
ム
テ
ジ
ュ
ン
政
権

は
、
南
北
和
解
・
交
流
の
促
進
に
よ
る
平
和
の
定
着
を
目
指
す

「
太
陽
政
策
」
と
並
ん
で
、
人
権
と
民
主
主
義
の
確
立
に
向
け
た

政
策
を
進
め
て
き
た
。
そ
し
て
、
人
権
確
立
の
た
め
に
必
要
か
つ

不
可
欠
で
あ
る
国
内
人
権
機
関
の
設
立
は
、
キ
ム
大
統
領
の
選
挙

公
約
で
あ
り
、
国
内
外
の
人
権
Ｎ
Ｇ
Ｏ
そ
し
て
国
連
人
権
機
関
、

と
り
わ
け
人
権
高
等
弁
務
官
事
務
所
か
ら
も
要
請
さ
れ
期
待
さ
れ

て
い
た
。
こ
う
し
た
国
内
外
か
ら
の
期
待
に
対
す
る
具
体
的
反
応

は
、
’
九
九
八
年
九
月
に
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ジ
ャ
カ
ル
タ
で
開

催
さ
れ
た
「
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
国
内
人
権
機
関
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
の

会
議
に
お
い
て
韓
国
政
府
が
「
国
家
人
権
委
員
会
法
案
」
を
紹
介

し
た
こ
と
に
は
じ
ま
る
。

そ
の
後
、
自
己
の
管
轄
も
し
く
は
支
配
下
の
特
殊
法
人
を
意
図

資
料
紹
介は
じ
め
に

韓
国
の
「
国
家
人
権
委
員
会
法
」
を
概
観
す
る

ま
ず
、
設
立
過
程
で
最
重
要
課
題
と
し
て
議
論
を
呼
ん
だ
人
権

委
員
会
の
法
的
地
位
、
と
り
わ
け
そ
の
独
立
性
に
つ
い
て
確
か
め

す
る
法
務
部
と
独
立
の
国
家
機
関
と
し
て
設
置
す
る
こ
と
を
主
張

す
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
の
意
見
対
立
が
厳
し
く
、
大
統
領
府
そ
し
て
政
党

の
立
場
も
絡
ん
で
設
立
作
業
は
遅
々
と
し
て
進
ま
な
か
っ
た
。
そ

の
後
、
二
○
○
○
年
一
二
月
に
な
っ
て
、
国
会
議
員
に
よ
っ
て
提

出
さ
れ
た
三
つ
の
法
案
を
め
ぐ
る
調
整
と
審
議
が
行
わ
れ
、
今
年

の
四
月
に
は
国
会
の
本
会
議
に
お
い
て
「
国
家
人
権
委
員
会
法
」

（
以
下
「
人
権
委
員
会
法
」
と
い
う
）
が
採
択
・
成
立
し
、
同
年

一
○
月
に
は
施
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
人
権
委
員
会
法
は
、

第
一
章
（
総
則
）
か
ら
第
六
章
（
罰
則
）
ま
で
六
三
カ
条
の
規
定

か
ら
構
成
さ
れ
る
。
以
下
、
同
法
の
規
定
に
依
拠
し
て
主
要
な
内

容
と
予
想
さ
れ
る
問
題
点
を
概
観
す
る
。

人
権
委
員
会
の
法
的
地
位
と
構
成
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る
こ
と
に
す
る
。
人
権
委
員
会
法
は
、
「
委
員
会
は
そ
の
権
限
に

属
す
る
業
務
を
独
立
し
て
遂
行
す
る
」
（
第
三
条
）
と
定
め
て
、

委
員
会
の
独
立
性
を
一
般
的
に
保
障
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の

独
立
性
を
確
保
す
る
た
め
に
最
重
要
と
思
わ
れ
る
、
人
権
委
員
会

の
予
算
に
関
し
て
は
、
予
算
会
計
法
上
、
国
会
議
長
、
大
法
院
長

な
ど
「
中
央
管
著
の
長
」
の
地
位
を
委
員
長
に
保
障
し
（
第
六
条

五
項
）
、
委
員
長
と
常
務
委
員
は
、
国
務
総
理
と
監
査
院
の
院
長

な
ど
国
家
公
務
員
法
上
の
「
政
務
職
公
務
員
」
と
し
て
処
遇
さ
れ

（
第
五
条
四
項
）
、
委
員
長
は
国
会
と
国
務
会
議
（
閣
議
）
に
出
席

し
発
言
で
き
る
（
第
六
条
三
・
四
項
）
。
ま
た
、
委
員
会
の
政
治

的
中
立
を
維
持
す
る
た
め
に
、
「
禁
固
以
上
の
刑
の
宣
告
を
受
け

た
場
合
を
除
い
て
、
そ
の
意
思
に
反
し
て
免
職
さ
れ
な
い
」
（
第

八
条
）
と
定
め
て
身
分
を
保
障
す
る
と
と
も
に
、
国
会
ま
た
は
地

方
議
会
の
議
員
、
教
育
職
を
除
く
国
家
公
務
員
と
地
方
公
務
員
の

兼
職
を
禁
止
し
、
政
党
へ
の
加
入
な
ど
政
治
運
動
へ
の
関
与
を
禁

止
し
て
い
る
（
第
一
○
条
）
。

つ
ぎ
に
、
人
権
委
員
会
の
委
員
は
、
国
会
が
選
出
す
る
四
名
と

大
統
領
府
が
指
名
す
る
四
名
、
そ
し
て
大
法
院
長
が
指
名
す
る
三

名
を
大
統
領
が
任
命
す
る
二
人
の
中
か
ら
、
委
員
長
は
大
統
領

が
任
命
し
常
任
委
員
二
名
は
国
会
が
選
出
す
る
と
し
て
い
る
（
第

五
条
）
。
そ
し
て
、
こ
の
規
定
に
従
っ
て
同
法
が
施
行
さ
れ
た
一

○
月
に
は
委
員
が
任
命
さ
れ
て
、
待
望
の
人
権
委
員
会
が
正
式
に

人
権
委
員
会
が
遂
行
す
る
業
務
も
し
く
は
任
務
は
、
①
人
権
に

関
す
る
法
令
・
制
度
・
政
策
・
慣
行
の
調
査
と
研
究
お
よ
び
そ
の

改
善
に
必
要
な
事
項
に
関
す
る
勧
告
も
し
く
は
意
見
の
表
明
、
②

人
権
侵
害
行
為
お
よ
び
差
別
行
為
に
対
す
る
調
査
と
救
済
、
③
人

権
状
況
の
実
態
調
査
と
人
権
に
関
す
る
教
育
お
よ
び
広
報
、
さ
ら

に
④
人
権
侵
害
の
類
型
・
判
断
基
準
お
よ
び
そ
の
予
防
措
置
な
ど

に
関
す
る
指
針
の
提
示
と
勧
告
、
そ
し
て
、
⑤
国
際
人
権
条
約
へ

の
加
入
お
よ
び
そ
の
条
約
の
履
行
に
関
す
る
研
究
と
勧
告
も
し
く

発
足
し
た
。
任
命
さ
れ
た
委
員
の
顔
ぶ
れ
は
、
弁
護
士
が
五
名
、

大
学
教
授
が
三
名
、
そ
し
て
人
権
関
連
Ｎ
Ｇ
Ｏ
か
ら
二
名
と
政
党

事
務
職
員
一
名
で
あ
り
、
委
員
長
に
は
弁
護
士
協
会
の
前
会
長
で

キ
ム
チ
ヤ
ン
ク
プ

あ
る
金
白
白
国
氏
が
任
命
さ
れ
た
。
ま
た
、
人
権
委
員
会
の
効
果
的

な
機
能
遂
行
と
公
正
な
運
営
の
確
保
を
左
右
す
る
事
務
局
の
長
で

サ
ェ
ヨ
ン

あ
る
事
務
総
長
に
は
、
韓
国
性
暴
力
相
談
所
の
所
長
で
あ
る
崔
英

エ

愛
女
史
が
任
命
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
以
上
の
委
員
お
よ
び
事

務
総
長
の
顔
ぶ
れ
を
見
る
限
り
、
人
権
委
員
会
の
独
立
性
と
中
立
、

そ
し
て
公
平
な
活
動
が
期
待
で
き
そ
う
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
国

会
選
出
の
委
員
は
、
与
党
と
野
党
と
が
二
名
ず
つ
推
薦
し
て
お
り
、

政
党
の
影
響
を
受
け
る
の
で
は
と
危
慎
さ
れ
る
。

人
権
委
員
会
の
業
務
と
権
限
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人
権
委
員
会
は
関
係
機
関
に
資
料
の
提
出
と
事
実
の
照
会
を
求

め
、
専
門
的
知
識
も
し
く
は
経
験
を
有
す
る
者
の
出
席
と
陳
述
を

求
め
る
権
限
を
有
し
、
関
係
機
関
代
表
と
学
識
経
験
者
な
ど
か
ら

の
意
見
を
聞
く
た
め
に
聴
聞
会
を
開
く
こ
と
が
で
き
る
（
第
二
一
一
一

条
）
。
さ
ら
に
、
人
権
委
員
会
は
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
議
決

に
基
づ
き
、
刑
務
所
な
ど
拘
禁
・
保
護
施
設
を
訪
問
・
調
査
し

（
第
二
四
条
）
、
関
係
機
関
等
に
対
し
意
見
を
表
明
す
る
こ
と
が
で

き
る
（
第
二
五
条
）
。
ま
た
、
人
権
の
保
護
と
伸
長
に
重
大
な
影

は
意
見
の
表
明
な
ど
広
範
囲
の
任
務
と
権
限
が
委
ね
ら
れ
て
い
る

（
第
一
九
条
）
。
こ
う
し
た
権
限
に
加
え
て
、
国
家
行
政
機
関
と
地

方
自
治
団
体
の
長
は
、
人
権
の
保
護
と
伸
長
に
影
響
を
及
ぼ
す
内

容
を
含
む
法
令
を
制
定
し
改
正
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
事
前
に

人
権
委
員
会
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
方
、
人
権
委
員

会
は
そ
の
業
務
遂
行
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
国
家
機
関
と

地
方
自
治
団
体
そ
の
他
の
公
的
私
的
団
体
に
協
議
を
要
請
で
き
る

（
第
二
○
条
）
。
さ
ら
に
、
国
際
人
権
規
約
な
ど
の
実
施
に
関
す
る

政
府
報
告
を
作
成
す
る
と
き
は
、
人
権
委
員
会
の
意
見
を
聴
く
こ

と
を
義
務
づ
け
て
い
る
（
第
二
一
条
）
。
な
お
、
国
際
人
権
規
約

以
外
の
人
権
条
約
実
施
報
告
作
成
に
つ
い
て
も
関
与
で
き
る
こ
と

は
第
一
九
条
が
認
め
る
権
限
に
よ
り
当
然
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
広
範
か
つ
重
要
な
任
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
、

ま
ず
、
人
権
委
員
会
に
よ
る
調
査
と
救
済
の
対
象
に
な
る
人
権

侵
害
の
「
犠
牲
者
」
と
は
、
国
家
機
関
、
地
方
自
治
団
体
ま
た
は

拘
禁
・
保
護
施
設
の
業
務
遂
行
な
ど
、
立
法
お
よ
び
司
法
を
除
く

公
権
力
の
行
使
に
関
連
す
る
人
権
の
侵
害
な
ら
び
に
法
人
、
団
体

ま
た
は
私
人
に
よ
る
平
等
権
侵
害
を
受
け
た
者
と
定
義
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
平
等
権
侵
害
の
差
別
に
つ
い
て
は
、
差
別
禁
止
の

事
由
を
年
齢
、
出
身
地
域
、
容
ぼ
う
、
婚
姻
上
の
地
位
お
よ
び
性

的
志
向
な
ど
、
通
常
の
差
別
禁
止
規
定
よ
り
も
さ
ら
に
詳
細
な
事

響
を
及
ぼ
す
裁
判
が
係
属
中
の
場
合
、
お
よ
び
人
権
侵
害
も
し
く

は
差
別
の
犠
牲
者
を
救
済
す
る
た
め
に
行
う
調
査
ま
た
は
処
遇
の

内
容
に
関
す
る
裁
判
が
係
属
中
の
場
合
は
、
当
該
裁
判
所
に
法
律

上
の
事
項
に
つ
き
意
見
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
二
八

条
）
。最
後
に
、
人
権
侵
害
と
差
別
を
防
止
す
る
た
め
に
欠
か
す
こ
と

の
で
き
な
い
任
務
で
あ
る
人
権
教
育
に
関
し
て
幅
広
い
権
限
が
認

め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
た
と
え
ば
初
等
・
中
等
教
育
課
程

に
人
権
に
関
す
る
内
容
を
含
む
た
め
に
教
育
・
人
的
資
源
部
長
官

（
日
本
の
文
部
科
学
大
臣
）
と
協
議
し
、
高
等
教
育
機
関
の
長
と

研
究
の
発
展
に
つ
い
て
協
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
二
六
条
）
。

人
権
侵
害
の
調
査
と
救
済
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由
を
列
挙
し
て
お
り
、
雇
用
、
財
貨
、
役
務
、
交
通
手
段
、
産
業

施
設
、
住
居
施
設
の
供
給
と
利
用
、
さ
ら
に
は
教
育
施
設
ま
た
は

職
業
訓
練
機
関
の
利
用
に
お
い
て
特
定
の
者
を
優
遇
、
排
除
、
区

別
す
る
か
不
利
に
待
遇
す
る
行
為
を
差
別
と
定
め
る
（
第
三
○

条
）
。
そ
し
て
、
以
上
の
人
権
侵
害
ま
た
は
差
別
の
犠
牲
者
も
し

く
は
そ
の
事
実
を
知
っ
て
い
る
個
人
ま
た
は
団
体
は
、
人
権
委
員

会
に
そ
の
内
容
を
陳
情
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
三
○
条
一
項
）

だ
け
で
な
く
、
陳
情
が
な
い
場
合
で
も
、
人
権
侵
害
が
あ
っ
た
と

信
ず
る
に
足
る
根
拠
と
そ
の
内
容
が
重
大
と
認
め
る
と
き
は
、
人

権
委
員
会
は
職
権
で
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
三
○
条
三

項
）
。
こ
う
し
た
人
権
侵
害
の
犠
牲
者
が
陳
情
す
る
権
利
は
、
拘

禁
・
保
護
施
設
の
被
収
容
者
に
も
保
障
さ
れ
、
施
設
の
職
員
に
陳

情
に
必
要
な
便
宜
供
与
の
義
務
を
課
し
て
い
る
（
第
三
一
条
）
。

そ
し
て
、
人
権
侵
害
の
陳
情
を
受
け
た
人
権
委
員
会
は
、
第
三

一
条
が
定
め
る
却
下
の
要
件
に
該
当
し
な
い
と
き
、
当
事
者
ま
た

は
関
係
人
の
出
席
と
陳
述
、
当
事
者
お
よ
び
関
係
機
関
に
対
す
る

関
連
資
料
の
提
出
を
求
め
る
な
ど
の
方
法
に
よ
る
調
査
を
行
う

（
第
三
六
条
）
。
そ
し
て
こ
の
調
査
は
、
一
定
の
場
所
も
し
く
は
施

設
を
訪
問
に
よ
る
実
地
調
査
を
行
う
権
限
が
含
ま
れ
る
。
も
っ
と

も
、
関
係
機
関
の
長
は
、
国
家
の
安
全
保
障
と
外
交
関
係
に
重
大

な
影
響
を
及
ぼ
す
国
家
機
密
ま
た
は
犯
罪
捜
査
も
し
く
は
係
属
中

の
裁
判
に
重
大
な
支
障
を
招
来
す
る
慎
れ
が
あ
る
場
合
に
人
権
委

員
会
の
調
査
行
為
を
拒
否
で
き
る
（
第
三
六
条
七
項
）
こ
と
に
な

っ
て
お
り
、
調
査
の
権
限
が
阻
害
さ
れ
は
し
ま
い
か
と
危
倶
さ
れ

る
。
つ
ぎ
に
、
陳
情
の
調
査
に
基
づ
い
て
人
権
委
員
会
は
、
第
三

九
条
の
定
め
る
棄
却
事
由
に
該
当
し
な
い
と
き
、
当
該
事
件
の
公

正
な
解
決
の
た
め
に
必
要
な
救
済
措
置
を
当
事
者
に
提
示
し
合
意

を
勧
告
で
き
る
（
第
四
○
条
）
。
も
し
、
当
事
者
間
の
合
意
に
失

敗
し
た
と
き
は
、
当
事
者
の
申
し
出
に
よ
る
か
人
権
委
員
会
の
職

権
に
よ
り
、
第
四
一
条
に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ
る
調
停
委
員
会
に

よ
る
調
停
の
手
続
き
を
開
始
す
る
（
第
四
二
条
一
項
）
。
こ
の
調

停
手
続
き
に
よ
っ
て
も
当
事
者
間
の
合
意
に
達
し
な
い
と
き
、
調

停
委
員
会
は
、
人
権
侵
害
行
為
の
中
止
・
原
状
回
復
・
損
害
賠
償

な
ど
の
救
済
措
置
・
人
権
侵
害
の
再
発
防
止
措
置
な
ど
を
盛
り
込

ん
だ
調
停
に
代
わ
る
決
定
書
を
当
事
者
に
送
付
し
、
送
付
を
受
け

た
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
異
議
を
申
し
出
な
い
と
き
は
決
定
を
受

諾
し
た
も
の
と
看
倣
さ
れ
る
（
第
四
二
条
）
。
こ
の
場
合
、
調
停

に
代
わ
る
決
定
は
裁
判
上
の
和
解
と
同
じ
効
力
を
有
す
る
（
第
四

三
条
）
。
な
お
、
こ
の
決
定
書
を
当
事
者
が
受
諾
し
な
い
と
き
、

そ
の
後
に
採
ら
れ
る
救
済
措
置
に
つ
い
て
は
言
及
が
な
い
。
た
だ
、

同
法
第
四
一
条
五
項
が
、
調
停
手
続
き
に
関
し
規
定
さ
れ
な
い
事

項
は
民
事
調
停
法
の
規
定
を
準
用
す
る
と
定
め
て
お
り
、
異
議
申

し
立
て
に
よ
り
成
立
し
な
い
と
き
、
訴
訟
へ
の
移
行
を
定
め
る
民

事
調
停
法
第
三
六
条
が
準
用
さ
れ
る
か
ど
う
か
注
目
さ
れ
る
。
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慣
行
の
是
正
ま
た
は
改
善
を
、
被
陳
情
人
お
し

の
長
に
勧
告
で
き
る
（
第
四
四
条
一
項
）
。
先

受
け
た
関
係
機
関
の
長
は
、
勧
告
を
履
行
し
《

員
会
に
文
書
に
よ
り
説
明
す
る
義
務
を
負
う
。

ま
た
、
右
の
当
事
者
間
の
合
意
も
し
く
は
調
停
手
続
き
に
よ
る

解
決
と
並
ん
で
、
調
査
の
結
果
人
権
侵
害
が
発
生
し
た
と
判
断
し

た
と
き
人
権
委
員
会
は
、
人
権
侵
害
行
為
の
中
止
と
損
害
賠
償
な

ど
第
四
○
条
四
項
が
定
め
る
救
済
措
置
と
法
令
・
制
度
・
政
策
・

慣
行
の
是
正
ま
た
は
改
善
を
、
被
陳
情
人
お
よ
び
そ
の
所
属
機
関

の
長
に
勧
告
で
き
る
（
第
四
四
条
一
項
）
。
な
お
、
こ
の
勧
告
を

受
け
た
関
係
機
関
の
長
は
、
勧
告
を
履
行
し
な
い
と
き
、
人
権
委

第
一
章
総
則

第
－
条
（
目
的
）

こ
の
法
は
、
国
家
人
権
委
員
会
を
設
立
し
、

す
べ
て
の
個
人
が
有
す
る
不
可
侵
の
基
本
的

資
料韓
国
の
「
国
家
人
権
委
員
会
法
」

一
一
○
○
一
年
四
月
三
○
日
制
定

人
権
を
保
護
し
、
そ
の
水
準
を
向
上
さ
せ
る

こ
と
に
よ
り
人
間
と
し
て
の
尊
厳
と
価
値
を

具
現
し
、
民
主
的
基
本
秩
序
の
確
立
に
資
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
２
条
（
定
義
）

（
翻
訳
）
金
東
勲

以
上
、
人
権
委
員
会
の
任
務
と
救
済
手
続
き
の
主
要
な
点
に
限

っ
て
紹
介
し
た
が
、
人
権
委
員
会
の
業
務
遂
行
を
補
完
し
実
効
あ

る
も
の
に
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
第
五
章
（
補
則
）
と
第
六

章
（
罰
則
）
で
規
定
し
て
い
る
。
と
く
に
、
懲
役
と
罰
金
そ
し
て

科
料
に
よ
り
、
人
権
委
員
会
の
委
員
に
対
す
る
暴
行
と
陳
情
の
妨

害
な
ど
を
排
除
し
、
訪
問
調
査
と
資
料
提
出
の
拒
否
を
禁
止
し
て

い
る
こ
と
が
〈
圧
目
さ
れ
る
。と
お
り
と
す
る
。

１
．
「
人
権
－
し

２ 

こ
の
法
に
使
用
す
る
用
語
の
定
義
は
以
下
の

．
「
人
権
」
と
は
、
憲
法
及
び
法
律
が
保

障
す
る
か
、
大
韓
民
国
が
加
入
・
批
准
し

た
国
際
人
権
条
約
及
び
国
際
慣
習
法
に
よ

っ
て
認
め
ら
れ
る
人
間
と
し
て
の
尊
厳
と

価
値
並
び
に
自
由
と
権
利
を
い
う
。

．
「
拘
禁
・
保
護
施
設
」
と
は
、
次
の
各

項
目
に
該
当
す
る
施
設
を
い
う
。

ァ
．
刑
務
所
・
少
年
刑
務
所
・
拘
置
所
及

び
そ
の
支
所
、
保
護
監
護
所
、
治
療
監

護
所
、
少
年
院
及
び
少
年
分
類
審
査
院

イ
．
警
察
署
・
留
置
所
及
び
司
法
警
察
官
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が
そ
の
職
務
遂
行
の
た
め
に
個
人
を

調
査
・
留
置
も
し
く
は
収
用
す
る
た
め

に
使
用
す
る
施
設

ウ
．
軍
刑
務
所
（
支
所
・
未
決
収
容
室
及

び
憲
兵
隊
営
窓
を
含
む
）

壬
外
国
人
保
護
所

オ
．
多
数
者
保
護
施
設

３
．
「
多
数
者
保
護
施
設
」
と
は
、
多
数
の

人
を
保
護
・
収
容
す
る
施
設
と
し
て
大
統

領
令
が
定
め
る
施
設
を
い
う
。

第
３
条
（
国
家
人
権
委
員
会
の
設
立
と
独
立

性
）①
こ
の
法
が
定
め
る
人
権
の
保
護
と
向
上

に
必
要
な
業
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
国
家
人

権
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
称
す
る
）

を
置
く
。

②
委
員
会
は
そ
の
権
限
に
属
す
る
業
務
を

独
立
し
て
遂
行
す
る
。

第
４
条
（
適
用
範
囲
）

こ
の
法
は
、
大
韓
民
国
々
民
と
大
韓
民
国
の

領
域
内
に
い
る
外
国
人
に
対
し
て
適
用
す

る
。

第
５
条
（
委
員
会
の
構
成
）

①
委
員
会
は
、
委
員
長
１
名
と
３
名
の
常

任
委
員
を
含
む
ｎ
名
の
人
権
委
員
（
以
下

「
委
員
」
と
称
す
る
）
で
構
成
す
る
。

②
委
員
は
、
人
権
問
題
に
関
し
専
門
的
知

識
と
経
験
を
有
し
人
権
の
保
障
と
向
上
の
た

め
に
そ
の
業
務
を
公
正
か
つ
独
立
し
て
遂
行

で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
者
か
ら
、
国
会
が
選

出
す
る
４
名
（
常
任
委
員
２
名
を
含
む
）
、

大
統
領
が
指
名
す
る
４
名
、
大
法
院
長
が
指

名
す
る
３
名
を
大
統
領
が
任
命
す
る
。

③
委
員
長
は
委
員
の
中
か
ら
大
統
領
が
任

命
す
る
。

④
委
員
長
と
常
任
委
員
は
政
務
職
公
務
員

に
補
す
る
。

⑤
委
員
の
中
４
名
は
女
性
を
任
命
す
る
。

⑥
委
員
の
任
期
が
満
了
し
た
場
合
は
そ
の

後
任
者
が
任
命
さ
れ
る
ま
で
そ
の
職
務
を
遂

行
す
る
。

第
６
条
（
委
員
長
の
職
務
）

①
委
員
長
は
委
員
会
を
代
表
し
委
員
会
の

業
務
を
統
轄
す
る
。

第
二
章
委
員
会
の
構
成
と
運
営

②
委
員
長
が
や
む
を
得
な
い
事
由
で
職
務

を
遂
行
で
き
な
い
と
き
は
、
委
員
長
が
あ
ら

か
じ
め
指
命
し
た
常
任
委
員
が
そ
の
職
務
を

代
行
す
る
。

③
委
員
長
は
国
会
に
出
席
し
委
員
会
の
所

管
事
務
に
関
し
意
見
を
陳
述
す
る
こ
と
が
で

き
、
国
会
の
要
求
が
あ
る
と
き
は
出
席
し
て

報
告
し
又
は
答
弁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

④
委
員
長
は
国
務
会
議
に
出
席
し
て
発
言

す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
所
管
事
務
に
関
し

国
務
総
理
に
議
案
（
こ
の
法
の
施
行
に
関
す

る
大
統
領
令
案
を
含
む
）
の
提
出
を
建
議
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

⑤
委
員
長
は
委
員
会
の
予
算
関
連
業
務
の

遂
行
に
お
い
て
予
算
計
画
法
第
皿
条
の
規
定

に
よ
る
中
央
管
署
の
長
と
看
倣
す
。

第
７
条
（
委
員
長
及
び
委
員
の
任
期
）

①
委
員
長
及
び
委
員
の
任
期
は
３
年
と

し
、
一
回
に
限
り
再
任
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

②
委
員
の
任
期
が
満
了
す
る
か
、
任
期
中

に
欠
員
に
な
っ
た
と
き
は
、
大
統
領
は
任
期

満
了
ま
た
は
欠
員
に
な
っ
た
日
か
ら
釦
日
以

内
に
後
任
者
を
任
命
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
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③
欠
員
に
な
っ
た
委
員
の
後
任
に
任
命
さ

れ
た
委
員
の
任
期
は
新
し
く
開
始
す
る
。

第
８
条
（
委
員
の
身
分
保
障
）

委
員
は
禁
固
以
上
の
刑
を
宣
告
さ
れ
な
い
限

り
、
そ
の
意
思
に
反
し
て
免
職
さ
れ
な
い
。

但
し
、
委
員
が
身
体
的
も
し
く
は
精
神
的
障

害
に
よ
り
職
務
遂
行
が
著
し
く
困
難
に
な
る

か
又
は
不
可
能
に
な
っ
た
場
合
は
、
委
員
全

体
の
３
分
の
２
の
賛
成
に
よ
る
議
決
で
退
職

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
９
条
（
委
員
の
欠
格
事
由
）

①
次
の
各
号
の
１
に
該
当
す
る
者
は
委
員

に
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

１
．
大
韓
民
国
の
国
民
で
な
い
者

２
．
国
家
公
務
員
法
第
羽
条
各
号
の
１
に
該

当
す
る
者

３
．
政
党
の
党
員

４
．
公
職
選
挙
及
び
選
挙
不
正
防
止
法
に
基

い
て
実
施
す
る
選
挙
に
候
補
者
と
し
て
登

録
し
た
者

②
委
員
が
第
１
項
各
号
の
１
に
該
当
す
る

よ
う
に
な
っ
た
と
き
は
当
然
に
退
職
す

る
。

し、
０ 

第
加
条
（
委
員
の
兼
職
禁
止
）

①
委
員
は
在
職
中
次
の
各
号
の
職
を
兼
ね

る
か
業
務
に
従
事
で
き
な
い
。

１
．
国
会
又
は
地
方
議
会
の
議
員

２
．
他
の
国
家
機
関
又
は
地
方
自
治
団
体
の

公
務
員
（
教
育
公
務
員
を
除
く
）

３
．
そ
の
他
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
又
は

業
務

②
委
員
は
政
党
に
加
入
し
政
治
運
動
に
関

与
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
刑
条
（
退
職
・
委
員
の
公
職
就
任
制
限
）

委
員
は
退
職
後
２
年
間
は
教
育
公
務
員
以
外

の
公
務
員
に
任
命
さ
れ
る
か
公
職
選
挙
及
び

選
挙
不
正
防
止
法
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
選

挙
に
候
補
者
と
し
て
出
馬
で
き
な
い
。

第
尼
条
（
小
委
員
会
）

①
委
員
会
は
そ
の
業
務
の
中
の
一
部
を
遂

行
す
る
た
め
に
小
委
員
会
を
置
く
こ
と
が
で

き
る
。

②
小
委
員
会
は
３
名
の
委
員
で
構
成
し
、

小
委
員
会
の
業
務
及
び
運
営
に
関
し
て
必
要

な
事
項
は
委
員
会
の
規
則
で
定
め
る
。

第
旧
条
（
会
議
・
議
事
及
び
議
決
定
足
数
）

①
委
員
会
の
会
議
は
委
員
長
が
主
宰
し
、

こ
の
法
に
特
別
な
規
定
が
な
い
限
り
、
在
籍

委
員
過
半
数
の
賛
成
で
議
決
す
る
。

②
小
委
員
会
の
会
議
は
構
成
委
員
全
員
の

出
席
と
出
席
委
員
全
員
の
賛
成
で
議
決
す

る
。

第
川
条
（
議
事
の
公
開
）

委
員
会
の
議
事
は
公
開
す
る
。
但
し
、
委
員

会
又
は
小
委
員
会
が
必
要
と
認
め
る
場
合
は

公
開
に
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

第
旧
条
（
諮
問
機
関
）

①
委
員
会
は
そ
の
業
務
遂
行
に
必
要
な
事

項
を
諮
問
す
る
た
め
に
諮
問
機
関
を
置
く
こ

と
が
で
き
る
。

②
諮
問
機
関
の
組
織
と
運
営
に
関
す
る
必

要
な
事
項
は
委
員
会
の
規
則
で
定
め
る
。

第
旧
条
（
事
務
局
）

①
委
員
会
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
に
委

員
会
に
事
務
所
を
置
く
。

②
事
務
所
に
事
務
総
長
１
名
と
必
要
な
職

員
を
置
く
。
事
務
総
長
は
委
員
会
の
審
議
を

経
て
委
員
長
の
要
請
に
基
き
大
統
領
が
任
命

す
る
。

③
所
属
職
員
の
中
、
五
級
以
上
の
公
務
員

は
委
員
長
の
要
請
に
基
き
大
統
領
が
任
命
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し
、
六
級
以
下
の
公
務
員
は
委
員
長
が
任
命

す
る
。

④
事
務
総
長
は
委
員
長
の
指
揮
を
受
け
事

務
所
の
事
務
を
管
掌
し
所
属
職
員
を
指
揮
・

監
督
す
る
。

第
刀
条
（
懲
戒
委
員
会
）

①
委
員
会
職
員
の
懲
戒
処
分
を
議
決
す
る

た
め
に
委
員
会
に
懲
戒
委
員
会
を
置
く
。

②
懲
戒
委
員
会
の
構
成
、
権
限
、
審
議
手

続
、
懲
戒
の
種
類
及
び
効
力
そ
の
他
の
懲
戒

に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
委
員
会
の
規
則
で

定
め
る
。

第
旧
条
（
委
員
会
の
組
織
と
運
営
）

こ
の
法
が
規
定
す
る
事
項
の
他
に
委
員
会
の

組
織
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
委
員
会
の
規

則
で
定
め
る
。

第
三
章
委
員
会
の
業
務
と
権
限

第
旧
条
（
業
務
）

委
員
会
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
遂
行

す
る
。

１
．
人
権
に
関
す
る
法
令
（
立
法
過
程
中
に

あ
る
法
令
案
を
含
む
）
・
制
度
・
政
策
・

慣
行
の
調
査
と
研
究
及
び
そ
の
改
善
に
必

要
な
事
項
に
関
す
る
勧
告
又
は
意
見
の
表

明

２
．
人
権
侵
害
行
為
に
対
す
る
調
査
と
救
済

３
．
差
別
行
為
に
対
す
る
調
査
と
救
済

４
．
人
権
状
況
に
対
す
る
実
態
調
査

５
．
人
権
に
関
す
る
教
育
及
び
広
報

６
．
人
権
侵
害
の
類
型
・
判
断
基
準
及
び
そ

の
予
防
措
置
な
ど
に
関
す
る
指
針
の
提
示

及
び
勧
告

７
．
国
際
人
権
条
約
へ
の
加
入
及
び
そ
の
条

約
の
履
行
に
関
す
る
研
究
と
勧
告
又
は
意

見
の
表
明

８
．
人
権
の
擁
護
と
伸
長
の
た
め
に
活
動
す

る
団
体
及
び
個
人
と
の
協
力

９
．
人
権
に
関
連
す
る
国
際
機
構
及
び
外
国

の
人
権
機
構
と
の
交
流
・
協
力

ｎ
．
そ
の
他
、
人
権
の
保
障
と
向
上
の
た
め

に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
項

第
如
条
（
国
家
機
関
と
の
協
議
）

①
関
係
国
家
機
関
又
は
地
方
自
治
団
体
の

長
は
、
人
権
の
保
護
と
向
上
に
影
響
を
及
ぼ

す
内
容
を
含
む
法
令
を
制
定
も
し
く
は
改
正

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
事
前
に
委
員
会
に

通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
委
員
会
は
そ
の
業
務
を
遂
行
す
る
た
め

に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
国
家
機
関
・

地
方
自
治
団
体
そ
の
他
公
的
私
的
団
体
（
以

下
「
関
係
機
関
等
」
と
い
う
）
に
協
議
を
要

請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

③
第
２
項
の
要
請
を
受
け
た
関
係
機
関
等

は
正
当
な
事
由
が
な
い
限
り
こ
れ
に
誠
実
に

応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条
（
政
府
報
告
書
作
成
時
の
委
員
会
か
ら

の
意
見
聴
取
）

国
際
人
権
規
約
の
規
定
に
従
っ
て
関
係
国
家

機
関
が
政
府
報
告
書
を
作
成
す
る
と
き
は
委

員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
距
条
（
資
料
提
出
及
び
事
実
照
会
）

①
委
員
会
は
そ
の
業
務
を
遂
行
す
る
た
め

に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
関
係
機
関
等

に
必
要
な
資
料
等
の
提
出
を
要
求
し
又
は
事

実
に
関
し
て
照
会
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
委
員
会
は
委
員
の
業
務
遂
行
に
必
要
と

認
め
ら
れ
る
事
実
を
知
っ
て
い
る
か
専
門
的

知
識
又
は
経
験
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者

に
出
席
を
要
求
し
そ
の
陳
述
を
き
く
こ
と
が

で
き
る
。

③
第
１
項
の
要
求
又
は
照
会
を
受
け
た
機
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関
は
遅
滞
な
く
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
記
条
（
聴
聞
会
）

①
委
員
会
は
そ
の
業
務
を
遂
行
す
る
た
め

に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
、
関
係
機
関
等

の
代
表
者
、
利
害
関
係
者
又
は
学
識
と
経
験

を
有
す
る
者
な
ど
に
対
し
出
席
を
要
求
し
事

実
又
は
意
見
の
陳
述
を
き
く
こ
と
が
で
き

②
第
１
項
に
基
い
て
委
員
会
が
実
施
す
る

聴
問
会
の
手
続
と
方
法
に
関
し
て
は
委
員
会

の
規
則
で
定
め
る
。

第
餌
条
（
施
設
の
訪
問
・
調
査
）

①
委
員
会
（
小
委
員
会
を
含
む
）
は
必
要

と
認
め
ら
れ
る
場
合
、
そ
の
議
決
に
よ
り
拘

禁
・
保
護
施
設
を
訪
問
し
調
査
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

②
第
１
項
に
基
づ
く
訪
問
調
査
を
行
う
委

員
は
必
要
と
認
め
ら
れ
る
職
員
及
び
専
門
家

を
同
伴
し
、
具
体
的
な
事
項
を
特
定
し
て
所

属
職
員
及
び
専
門
家
に
調
査
を
委
任
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
調
査
を
委
任
さ

れ
た
専
門
家
が
そ
の
事
項
に
つ
い
て
調
査
を

行
う
と
す
る
と
き
は
所
属
職
員
を
同
伴
し
な

る
◎ 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③
第
２
項
に
基
い
て
調
査
を
行
う
委
員
、

所
属
職
員
又
は
専
門
家
（
以
下
こ
の
条
文
で

は
「
委
員
等
」
と
い
う
）
は
そ
の
権
限
を
表

示
す
る
証
票
を
関
係
者
に
提
示
し
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
訪
問
及
び
調
査
を
受
け
る
拘
禁
・

保
護
施
設
の
長
又
は
管
理
人
は
直
ち
に
訪
問

及
び
調
査
に
必
要
な
便
宜
を
提
供
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

④
第
２
項
に
基
い
て
訪
問
調
査
を
行
う
委

員
等
は
、
拘
禁
・
保
護
施
設
の
関
係
者
及
び

施
設
収
容
者
と
面
談
し
口
述
又
は
書
面
で
事

実
又
は
意
見
を
陳
述
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。

⑤
拘
禁
・
保
護
施
設
の
職
員
は
、
委
員
等

が
施
設
収
容
者
と
面
談
す
る
場
所
に
立
ち
会

う
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
対
話
の
内
容
を

録
音
す
る
か
記
録
を
取
る
こ
と
は
で
き
な

い
ｏ

⑥
拘
禁
・
保
護
施
設
の
訪
問
・
調
査
の
手

続
と
方
法
に
つ
い
て
及
び
そ
の
他
必
要
な
事

項
は
大
統
領
令
で
定
め
る
。

第
窃
条
（
政
策
と
慣
行
の
改
善
も
し
く
は
是
正

勧
告
）

③
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
勧
告
を
受
け

た
機
関
の
長
が
勧
告
内
容
を
履
行
し
な
い
場

合
は
そ
の
理
由
を
委
員
会
に
文
書
で
説
明
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

④
委
員
会
は
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
、

第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
委
員
会
の
勧
告
と

意
見
表
明
及
び
第
３
項
の
規
定
に
基
い
て
勧

告
を
受
け
た
機
関
の
長
が
説
明
し
た
内
容
を

公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
記
条
（
人
権
教
育
と
広
報
）

①
委
員
会
は
す
べ
て
の
人
の
人
権
意
識
を

喚
起
し
向
上
す
る
た
め
に
必
要
な
人
権
教
育

と
広
報
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
委
員
会
は
初
・
中
等
教
育
法
第
泌
条
の

規
定
に
基
づ
く
学
校
教
育
課
程
に
人
権
に
関

①
委
員
会
は
人
権
の
保
護
と
向
上
の
た
め

に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
、
関
係
機
関
等

に
対
し
政
策
と
慣
行
の
改
善
又
は
是
正
を
勧

告
す
る
か
意
見
を
表
明
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

②
第
１
項
の
規
定
に
基
い
て
勧
告
を
受
け

た
機
関
の
長
は
そ
の
勧
告
事
項
を
尊
重
し
履

行
す
る
た
め
に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

３
◎
 

０
Ｖ
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す
る
内
容
を
含
め
る
た
め
に
、
教
育
・
人
的

資
源
部
長
官
と
協
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

③
委
員
会
は
人
権
教
育
と
研
究
の
発
展
の

た
め
に
必
要
な
事
項
を
高
等
教
育
法
第
２
条

の
規
定
に
基
い
て
設
立
さ
れ
た
学
校
の
長
と

協
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

④
委
員
会
は
公
務
員
の
採
用
試
験
、
昇
進

試
験
、
研
修
及
び
教
育
訓
練
課
程
に
人
権
に

関
す
る
内
容
を
含
め
る
た
め
に
国
家
機
関
及

び
地
方
自
治
団
体
の
長
と
協
議
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

⑤
委
員
会
は
政
府
出
損
研
究
機
関
等
の
設

立
・
運
営
及
び
育
成
に
関
す
る
法
律
に
基
い

て
設
立
さ
れ
た
研
究
機
関
又
は
研
究
会
の
長

と
協
議
し
人
権
に
関
す
る
研
究
を
要
請
す
る

か
共
同
で
研
究
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑥
委
員
会
は
社
会
教
育
法
に
基
づ
く
社
会

教
育
団
体
又
は
社
会
教
育
施
設
に
対
し
て
そ

の
教
育
内
容
に
人
権
に
関
し
て
必
要
な
事
項

を
含
め
る
よ
う
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
幻
条
（
人
権
資
料
室
）

①
委
員
会
は
人
権
資
料
室
を
置
く
こ
と
が

で
き
る
。

②
人
権
資
料
室
は
人
権
に
関
す
る
国
内
外

③
人
権
資
料
室
は
、
図
書
館
及
び
読
書
振

興
法
に
基
づ
く
図
書
館
と
看
倣
す
。

④
人
権
資
料
室
の
設
置
と
運
営
に
関
し
て

必
要
な
事
項
は
委
員
会
の
規
則
で
定
め
る
。

第
卍
条
（
法
院
及
び
懲
怯
裁
判
所
に
対
す
る
意

見
陳
述
）

①
委
員
会
は
人
権
の
保
護
と
向
上
に
重
大

な
影
響
を
及
ぼ
す
裁
判
が
係
属
中
の
場
合
、

法
院
又
は
憲
法
裁
判
所
の
要
請
が
あ
る
か
必

要
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
法
院
の
担
当
裁

判
部
又
は
憲
法
裁
判
所
に
法
律
上
の
事
項
に

関
し
意
見
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
第
４
章
の
規
定
に
基
い
て
委
員
会
が
調

査
又
は
処
理
し
た
内
容
に
関
し
て
裁
判
が
係

属
中
の
場
合
、
委
員
会
は
法
院
又
は
憲
法
裁

判
所
の
要
請
が
あ
る
か
必
要
と
認
め
ら
れ
る

と
き
は
法
院
の
担
当
裁
判
部
又
は
憲
法
裁
判

所
に
事
実
上
及
び
法
律
上
の
事
項
に
関
し
て

意
見
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
羽
条
（
報
告
書
作
成
等
）

①
委
員
会
は
毎
年
前
年
度
の
活
動
内
容
と

る
０ 

の
情
報
と
資
料
等
を
収
集
・
整
理
・
保
存
し

一
般
市
民
の
利
用
に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き

人
権
状
況
及
び
改
善
対
策
に
関
す
る
報
告
書

を
作
成
し
大
統
領
と
国
会
に
報
告
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

②
委
員
会
は
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
報

告
の
他
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
、
大
統

領
と
国
会
に
特
別
報
告
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

③
関
係
機
関
等
は
、
第
１
項
及
び
第
２
項

の
規
定
に
基
づ
く
報
告
に
関
す
る
意
見
、
措

置
結
果
又
は
措
置
計
画
を
委
員
会
に
提
出
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

④
委
員
会
は
、
第
１
項
及
び
第
２
項
の
規

定
に
基
づ
く
報
告
書
を
公
開
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
但
し
、
国
家
の
安
全
保
障
、
個
人

の
名
誉
又
は
私
生
活
の
保
護
の
た
め
に
必
要

で
あ
る
か
他
の
法
律
に
よ
り
公
開
が
制
限
さ

れ
た
事
項
は
公
開
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
章
人
権
侵
害
の
調
査
と
救
済

第
如
条
（
委
員
会
の
調
査
対
象
〉

①
次
の
各
号
の
場
合
に
人
権
を
侵
害
さ
れ

た
者
（
以
下
「
被
害
者
」
と
い
う
）
又
は
そ

の
事
実
を
知
る
者
も
し
く
は
団
体
は
委
員
会

に
そ
の
内
容
を
陳
情
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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１
．
国
家
機
関
、
地
方
自
治
団
体
又
は
拘

禁
・
保
護
施
設
の
業
務
遂
行
（
国
会
の
立

法
及
び
法
院
・
憲
法
裁
判
所
の
裁
判
は
除

く
）
と
の
関
連
で
、
憲
法
第
ｎ
条
か
ら
第

巫
条
ま
で
に
保
障
さ
れ
た
人
権
を
侵
害
さ

れ
た
場
合
。

２
．
法
人
、
団
体
又
は
私
人
に
よ
り
平
等
権

侵
害
の
差
別
行
為
を
受
け
た
場
合

②
平
等
権
侵
害
の
差
別
行
為
と
は
、
合
理

的
な
理
由
な
く
性
別
、
宗
教
、
障
害
、
年
齢
、

社
会
的
身
分
、
出
身
地
域
、
出
身
国
家
、
出

身
民
族
、
容
ぼ
う
な
ど
身
体
的
条
件
、
婚
姻

上
の
地
位
、
妊
娠
又
は
出
産
、
家
族
状
況
、

人
種
、
皮
膚
の
色
、
思
想
又
は
政
治
的
意
見
、

刑
の
効
力
が
失
効
し
た
前
科
、
性
的
志
向
、

兵
歴
を
理
由
に
す
る
次
の
各
号
の
１
に
該
当

す
る
行
為
を
い
う
。
但
し
、
他
の
法
律
で
特

定
さ
れ
た
者
（
特
定
さ
れ
た
人
び
と
の
集
団

を
含
む
。
以
下
同
じ
）
に
対
す
る
優
待
を
差

別
行
為
の
範
囲
か
ら
除
外
さ
れ
た
場
合
そ
の

優
待
は
差
別
行
為
と
は
看
倣
さ
な
い
。

１
．
雇
用
（
募
集
、
採
用
、
教
育
、
配
置
、

昇
進
、
賃
金
及
び
賃
金
以
外
の
金
品
支
給
、

資
金
の
融
資
、
停
年
、
退
職
、
解
雇
な
ど

を
含
む
）
に
お
い
て
特
定
の
者
を
優
待
・

排
除
・
区
別
す
る
か
不
利
に
待
遇
す
る
行

為

２
．
財
貨
・
役
務
・
交
通
手
段
・
商
業
施

設
・
土
地
・
住
居
施
設
の
供
給
又
は
利
用

に
お
い
て
特
定
の
者
を
優
待
・
排
除
・
区

別
す
る
か
不
利
に
待
遇
す
る
行
為

３
．
教
育
施
設
又
は
職
業
訓
練
機
関
の
利
用

に
お
い
て
特
定
の
者
を
優
待
・
排
除
・
区

別
す
る
か
不
利
に
待
遇
す
る
行
為

③
委
員
会
は
第
１
項
の
陳
情
が
な
い
場
合

に
も
、
人
権
侵
害
が
あ
る
と
信
ず
る
に
相
当

す
る
根
拠
が
あ
り
そ
の
内
容
が
重
大
で
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
こ
れ
を
職
権
に
よ
り
調
査

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

④
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
陳
情
の
手
続

と
方
法
に
関
す
る
必
要
な
事
項
は
委
員
会
の

規
則
で
定
め
る
。

第
引
条
（
施
設
収
容
者
の
陳
情
権
保
障
）

①
施
設
収
容
者
が
委
員
会
に
陳
情
し
よ
う

と
す
る
場
合
、
そ
の
施
設
に
所
属
す
る
公
務

員
又
は
職
員
（
以
下
「
所
属
公
務
員
」
と
い

う
）
は
そ
の
者
に
直
ち
に
陳
情
書
の
作
成
に

必
要
な
時
間
と
場
所
及
び
便
宜
を
提
供
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
施
設
収
容
者
が
委
員
会
の
委
員
又
は
所

属
職
員
（
以
下
「
委
員
な
ど
」
と
い
う
）
の

面
前
で
陳
情
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
場
合
、

所
属
公
務
員
等
は
直
ち
に
そ
の
意
向
を
委
員

会
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③
所
属
公
務
員
等
は
、
第
１
項
に
基
い
て

施
設
収
容
者
が
作
成
し
た
陳
情
書
を
直
ち
に

委
員
会
に
送
付
し
委
員
会
か
ら
受
付
証
明
原

の
発
給
を
受
け
、
こ
れ
を
陳
情
人
に
交
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
２
項
の
通
報
に
対

す
る
委
員
会
の
確
認
書
及
び
面
談
日
程
書
は

発
給
後
直
ち
に
陳
情
を
希
望
す
る
施
設
収
容

者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

④
第
２
項
に
基
い
て
陳
情
を
受
け
た
場
合

も
し
く
は
施
設
収
容
者
が
陳
情
を
希
望
す
る

と
信
ず
る
に
足
る
相
当
な
根
拠
が
あ
る
場

合
、
委
員
会
は
委
員
な
ど
に
拘
禁
・
保
護
施

設
を
訪
問
ざ
せ
陳
情
を
希
望
す
る
施
設
収
容

者
か
ら
口
述
ま
た
は
書
面
で
陳
情
を
受
け
つ

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
陳
情
を

受
け
つ
け
た
委
員
な
ど
は
直
ち
に
受
付
証
明

原
を
作
成
し
陳
情
人
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
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⑤
第
２
項
及
び
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
く

委
員
等
の
拘
禁
・
保
護
施
設
へ
の
訪
問
及
び

陳
情
の
受
付
に
関
し
て
は
第
別
条
第
３
項
及

び
第
４
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

⑥
施
設
に
収
容
さ
れ
て
い
る
陳
情
人
（
陳

情
を
行
う
と
す
る
者
を
含
む
）
と
委
員
等
と

の
面
談
に
は
、
拘
禁
・
保
護
施
設
の
職
員
が

参
加
す
る
か
そ
の
内
容
を
聴
取
又
は
取
録
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
但
し
、
見
え
る
距
離

か
ら
施
設
収
容
者
を
監
視
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

⑦
所
属
公
務
員
等
は
施
設
収
容
者
が
委
員

会
に
提
出
す
る
目
的
で
作
成
し
た
陳
情
書
又

は
書
面
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑧
施
設
収
容
者
の
自
由
な
陳
情
書
の
作
成

と
提
出
を
保
障
す
る
た
め
に
、
拘
禁
・
保
護

施
設
に
お
い
て
履
行
さ
れ
る
べ
き
措
置
及
び

そ
の
他
必
要
な
手
続
と
方
法
は
大
統
領
令
で

定
め
る
。

第
距
条
（
陳
情
の
却
下
な
ど
）

①
委
員
会
が
受
付
け
た
陳
情
が
次
の
各
号

に
該
当
す
る
場
合
は
そ
の
陳
情
を
却
下
す

る
。

１
．
陳
情
の
内
容
が
委
員
会
の
調
査
対
象
に

該
当
し
な
い
場
合

２
．
陳
情
の
内
容
が
明
ら
か
に
虚
偽
で
あ
る

か
理
由
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

３
．
被
害
者
で
な
い
者
が
行
っ
た
陳
情
の
場

合
に
被
害
者
が
調
査
を
希
望
し
な
い
こ
と

が
明
ら
か
で
あ
る
場
合

４
．
陳
情
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
が
発
生
し

た
日
か
ら
１
年
以
上
経
過
し
た
後
に
陳
情

が
行
わ
れ
た
場
合
。
但
し
、
陳
情
の
原
因

と
な
っ
た
事
実
に
関
し
て
公
訴
時
効
又
は

民
事
上
の
時
効
が
完
成
し
て
い
な
い
事
件

で
あ
っ
て
委
員
会
が
調
査
す
る
こ
と
を
決

定
し
た
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

５
．
陳
情
が
提
起
さ
れ
た
当
時
、
陳
情
の
原

因
と
な
っ
た
事
実
に
関
し
て
法
院
又
は
憲

法
裁
判
所
の
裁
判
、
捜
査
機
関
の
捜
査
又

は
そ
の
他
の
法
律
に
基
づ
く
権
利
救
済
手

続
が
進
行
中
で
あ
る
か
終
結
し
た
場
合
。

但
し
、
捜
査
機
関
が
認
知
し
て
捜
査
中
で

あ
る
刑
法
第
四
条
も
し
く
は
第
鰯
条
の
罪

に
該
当
す
る
事
件
と
同
一
の
事
案
に
関
し

て
委
員
会
に
陳
情
が
受
付
け
ら
れ
て
い
る

場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

６
．
陳
情
が
匿
名
又
は
仮
名
に
て
提
出
さ
れ

た
場
合

７
．
陳
情
が
委
員
会
に
よ
り
調
査
を
行
う
こ

と
が
適
切
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

８
．
陳
情
人
が
陳
情
を
取
り
下
げ
た
場
合

９
．
委
員
会
が
棄
却
し
た
陳
情
と
同
一
の
事

実
に
関
し
て
再
度
陳
情
を
行
っ
た
場
合

Ⅳ
陳
情
の
趣
旨
が
当
該
陳
情
の
原
因
に
な

っ
た
事
実
に
関
す
る
法
院
の
確
定
判
決
又

は
憲
法
裁
判
所
の
決
定
に
反
す
る
場
合

②
委
員
会
は
第
１
項
の
規
定
に
基
い
て
陳

情
を
却
下
す
る
場
合
、
必
要
と
認
め
ら
れ
る

と
き
は
、
そ
の
陳
情
を
関
係
機
関
に
移
送
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
陳
情
の
移

送
を
受
け
る
機
関
は
委
員
会
の
要
請
が
あ
る

と
き
は
遅
滞
な
く
そ
の
処
理
結
果
を
委
員
会

に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③
委
員
会
が
陳
情
に
つ
い
て
の
調
査
を
開

始
し
た
後
に
も
そ
の
陳
情
が
第
１
項
各
号
の

１
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
場
合
に
は
そ

の
陳
情
を
却
下
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

④
委
員
会
は
陳
情
を
却
下
も
し
く
は
移
送

し
た
場
合
、
遅
滞
な
く
そ
の
事
由
を
明
示
し

て
陳
情
人
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
際
、
委
員
会
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場



7２ 

合
、
被
害
者
又
は
陳
情
人
に
権
利
の
救
済
を

受
け
る
た
め
に
必
要
な
手
続
と
措
置
に
関
し

て
助
言
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
羽
条
（
他
の
救
済
手
続
と
移
送
）

①
陳
情
の
内
容
が
他
の
法
律
に
定
め
る
権

利
救
済
手
続
に
基
い
て
権
限
を
有
す
る
国
家

機
関
に
提
出
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
明
白
で

あ
る
場
合
に
委
員
会
は
遅
滞
な
く
そ
の
陳
情

を
当
該
他
の
国
家
機
関
に
移
送
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

②
委
員
会
が
第
釦
条
１
項
の
規
定
に
基
い

て
陳
情
に
対
す
る
調
査
を
開
始
し
た
後
に
陳

情
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
と
同
一
の
事
案
に

関
し
て
被
害
者
の
陳
情
又
は
公
訴
に
基
づ
き

捜
査
が
開
始
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
陳
情

を
管
轄
す
る
捜
査
機
関
に
移
送
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

③
第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
い

て
委
員
会
が
陳
情
を
移
送
し
た
場
合
、
遅
滞

な
く
そ
の
内
容
を
陳
情
人
に
通
報
し
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
移
送
を
受
け
た
機
関
は
委
員
会

が
要
請
す
る
場
合
そ
の
陳
情
に
関
す
る
処
理

結
果
を
委
員
会
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
弧
条
（
捜
査
機
関
と
委
員
会
の
協
助
）

①
陳
情
の
原
因
に
な
っ
た
事
実
が
犯
罪
行

為
に
該
当
す
る
と
信
ず
る
に
足
る
相
当
な
理

由
が
あ
り
、
そ
の
嫌
疑
者
の
逃
走
又
は
証
拠

の
隠
滅
な
ど
を
防
止
し
、
又
は
証
拠
確
保
の

た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
、
委
員

会
は
検
察
総
長
又
は
管
轄
す
る
捜
査
機
関
の

長
に
捜
査
の
開
始
と
必
要
な
措
置
を
依
頼
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

②
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
依
頼
を
受
け

た
検
事
総
長
又
は
管
轄
す
る
捜
査
機
関
の
長

は
遅
滞
な
く
そ
の
措
置
結
果
を
委
員
会
に
通

報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
妬
条
（
調
査
の
目
的
）

①
委
員
会
の
調
査
は
国
家
機
関
の
機
能
遂

行
に
支
障
を
招
来
し
な
い
よ
う
留
意
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

②
委
員
会
の
調
査
は
個
人
の
私
生
活
を
侵

害
す
る
か
、
係
属
中
の
裁
判
又
は
捜
査
中
の

事
件
の
訴
追
に
不
当
に
関
与
す
る
目
的
で
行

っ
て
は
な
ら
な
い
。

第
記
条
（
調
査
の
方
法
）

①
委
員
会
は
次
の
各
号
に
定
め
る
方
法
で

陳
情
に
関
す
る
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

１
．
陳
情
人
・
被
害
者
・
被
陳
情
人
（
以
下

「
当
事
者
」
と
い
う
）
又
は
関
係
人
に
対

す
る
出
席
要
求
及
び
陳
述
聴
取
又
は
陳
述

譜
提
出
要
求

２
．
当
事
者
、
関
係
人
又
は
関
係
機
関
等
に

対
し
て
調
査
事
項
と
関
連
を
有
す
る
と
認

め
ら
れ
る
資
料
等
の
提
出
要
求

３
．
調
査
事
項
と
関
連
を
有
す
る
と
認
め
ら

れ
る
場
所
、
施
設
、
資
料
等
に
対
す
る
実

地
調
査
又
は
鑑
定

４
．
当
事
者
、
関
係
人
、
関
係
機
関
等
に
対

し
て
調
査
事
項
と
関
連
を
有
す
る
と
認
め

ら
れ
る
事
実
又
は
情
報
に
対
す
る
照
会

②
委
員
会
は
調
査
を
行
う
た
め
に
必
要
と

認
め
ら
れ
る
場
合
、
委
員
等
に
一
定
の
場
所

又
は
施
設
を
訪
問
し
場
所
、
施
設
、
資
料
等

に
つ
き
実
地
調
査
又
は
鑑
定
を
行
わ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
の
際
、
委
員
会
は
そ
の
場

所
又
は
施
設
に
当
事
者
も
し
く
は
関
係
人
の

出
席
を
求
め
陳
述
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。

③
第
１
項
第
１
号
の
規
定
に
基
づ
き
陳
述

書
の
提
出
を
要
求
さ
れ
た
者
は
Ｍ
日
以
内
に

陳
述
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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④
第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
く

被
陳
情
人
に
対
す
る
出
席
要
求
は
、
人
権
侵

害
行
為
又
は
差
別
行
為
を
行
っ
た
行
為
当
事

者
で
あ
っ
て
陳
述
書
だ
け
で
は
事
案
を
判
断

す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
第
卯
条
１
項
の

人
権
侵
害
行
為
と
差
別
行
為
が
あ
っ
た
と
認

め
ら
れ
る
に
足
る
相
当
の
理
由
が
あ
る
場
合

に
限
っ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

⑤
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
調
査
を
行

う
委
員
等
は
そ
の
場
所
又
は
施
設
を
管
理
す

る
長
又
は
職
員
（
以
下
こ
の
条
文
で
は
「
関

係
者
」
と
い
う
）
に
必
要
な
資
料
と
物
品
の

提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑥
第
４
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
調
査
を
行

う
委
員
等
は
そ
の
権
限
を
表
示
す
る
証
票
を

関
係
者
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑦
委
員
会
が
資
料
も
し
く
は
物
品
の
提
出

を
求
め
る
か
叉
は
そ
の
資
料
・
物
品
又
は
施

設
に
対
す
る
実
地
調
査
又
は
鑑
定
を
行
う
と

す
る
場
合
、
関
係
国
家
機
関
の
長
は
当
該
資

料
・
物
品
又
は
施
設
が
次
の
各
号
の
１
に
該

当
す
る
と
す
る
事
実
を
委
員
会
に
明
ら
か
に

し
、
そ
の
資
料
・
物
品
の
提
出
又
は
そ
の
資

料
・
物
品
又
は
施
設
に
対
す
る
実
地
調
査
又

は
鑑
定
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

場
合
委
員
会
は
関
係
国
家
機
関
の
長
に
必
要

事
項
の
確
認
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
、
要
求

を
受
け
た
国
家
機
関
の
長
は
こ
れ
に
誠
実
に

応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１
．
国
家
の
安
全
保
障
又
は
外
交
関
係
に
重

大
な
影
響
を
及
ぼ
す
国
家
機
密
事
項
で
あ

る
場
合

２
．
犯
罪
捜
査
ま
た
は
係
属
中
の
裁
判
に
重

大
な
支
障
を
招
来
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場

〈ロ

第
幻
条
（
質
問
・
検
査
権
）

①
委
員
会
は
第
拓
条
の
調
査
に
必
要
な
資

料
等
の
所
在
又
は
関
係
人
に
関
し
て
知
り
た

い
と
き
は
、
そ
の
内
容
を
知
っ
て
い
る
と
信

ず
る
に
足
る
相
当
な
理
由
の
あ
る
者
に
質
問

す
る
か
又
は
そ
の
内
容
を
含
ん
で
い
る
と
信

ず
る
に
足
る
相
当
の
理
由
が
あ
る
書
類
及
び

そ
の
他
の
物
品
を
検
査
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

②
第
拓
条
第
５
項
又
は
第
７
項
の
規
定
は

本
条
第
１
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。

第
犯
条
（
委
員
の
除
斥
）

①
委
員
及
び
第
虹
条
の
規
定
に
基
づ
く
調

惇
委
員
（
以
下
こ
の
条
文
に
お
い
て
「
委
員
」

と
い
う
）
は
次
の
各
号
の
１
に
該
当
す
る
場

合
に
は
陳
情
の
審
議
・
議
決
か
ら
除
斥
さ
れ

る
。

１
．
委
員
又
は
そ
の
配
偶
者
も
し
く
は
配
偶

者
で
あ
っ
た
者
が
当
該
陳
情
の
当
事
者
で

あ
る
か
、
そ
の
陳
情
に
関
し
当
事
者
と
共

同
管
理
者
又
は
共
同
義
務
者
で
あ
る
場
合

２
．
委
員
が
当
該
陳
情
の
当
事
者
と
親
族
関

係
に
あ
る
か
親
族
関
係
に
あ
っ
た
場
合

３
．
委
員
が
当
該
陳
情
に
関
し
て
証
言
又
は

鑑
定
を
行
う
場
合

４
．
委
員
が
当
該
陳
情
に
関
し
て
当
事
者
の

代
理
人
と
し
て
関
与
し
て
い
る
か
関
与
し

た
場
合

５
．
委
員
が
当
該
陳
情
に
関
し
て
捜
査
、
裁

判
又
は
他
の
法
律
に
基
づ
く
救
済
手
続
に

関
与
し
た
場
合

②
当
事
者
は
委
員
会
に
審
議
・
議
決
の
公

正
を
期
待
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
事
情
が

あ
る
場
合
は
委
員
長
に
忌
避
申
請
を
す
る
こ

と
が
で
き
、
委
員
長
は
当
事
者
の
忌
避
申
請

に
対
し
委
員
会
の
議
決
を
経
る
こ
と
な
く
決

定
す
る
。
但
し
、
委
員
長
が
決
定
す
る
こ
と
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が
相
当
で
な
い
場
合
は
委
員
会
の
議
決
で
決

定
す
る
。

③
委
員
会
が
第
１
項
各
号
の
ｌ
の
事
由
又

は
第
２
項
の
事
由
に
該
当
す
る
場
合
は
自
ら

そ
の
陳
情
の
審
議
・
議
決
を
回
避
で
き
る
。

第
羽
条
（
陳
情
の
棄
却
）

①
委
員
会
は
、
陳
情
を
調
査
し
た
結
果
陳

情
の
内
容
が
次
の
各
号
の
１
に
該
当
す
る
場

合
は
そ
の
陳
情
を
棄
却
す
る
。

１
．
事
実
で
な
い
場
合

２
．
調
査
対
象
が
人
権
侵
害
に
該
当
し
な
い

場
合

３
．
す
で
に
被
害
の
回
復
な
ど
が
行
わ
れ
る

な
ど
に
よ
り
別
途
の
救
済
措
置
を
必
要
と

し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

②
委
員
会
は
陳
情
を
棄
却
す
る
場
合
は
陳

情
の
当
事
者
に
そ
の
結
果
と
理
由
を
通
報
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
如
条
（
合
意
の
勧
告
）

委
員
会
は
調
査
中
又
は
調
査
が
終
了
し
た
陳

情
に
対
し
て
事
件
の
公
正
な
解
決
に
必
要
な

救
済
措
置
を
当
事
者
に
提
示
し
合
意
を
勧
告

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
刎
条
（
調
停
委
員
会
の
設
置
と
構
成
）

１
．
人
権
問
題
に
関
し
専
門
的
な
知
識
と
経

験
を
有
す
る
者
で
国
家
機
関
又
は
民
間
団

体
に
お
い
て
人
権
に
関
連
す
る
分
野
に
、

年
以
上
従
事
し
た
者

２
．
判
事
・
検
事
・
軍
法
務
官
・
弁
護
士
の

職
に
Ⅲ
年
以
上
従
事
し
た
者

３
．
大
学
又
は
公
認
の
研
究
機
関
で
助
教
授

以
上
の
職
に
ｎ
年
以
上
従
事
し
た
者

④
調
停
委
員
の
委
嘱
及
び
任
期
、
調
停
委

員
会
の
運
営
、
調
停
の
手
続
等
に
関
し
て
必

要
な
事
項
は
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。

⑤
委
員
会
の
調
停
手
続
に
関
し
こ
の
法
及

び
委
員
会
規
則
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
な
い
事

①
調
停
の
迅
速
か
つ
公
正
な
処
理
の
た
め

に
３
名
の
調
停
委
員
で
構
成
す
る
調
停
委
員

会
を
置
く
。

②
調
停
委
員
会
は
委
員
会
が
回
付
す
る
調

停
を
審
議
・
議
決
す
る
。

③
調
停
委
員
の
中
２
名
は
委
員
会
が
委
員

の
中
か
ら
、
１
名
は
次
の
各
号
に
該
当
す
る

者
の
中
か
ら
委
員
会
が
委
嘱
す
る
が
非
常
勤

と
し
、
調
停
委
員
３
名
の
中
１
名
は
弁
護
士

の
資
格
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

１
．
 

０
Ｖ
 

項
は
民
事
調
停
法
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
岨
条
（
調
停
）

①
委
員
会
は
陳
情
に
対
し
人
権
侵
害
が
あ

っ
た
と
認
め
ら
れ
第
仙
条
に
基
づ
く
合
意
が

達
成
し
な
い
場
合
に
、
当
事
者
の
申
し
出
又

は
職
権
に
よ
り
陳
情
を
調
停
委
員
会
に
回
付

し
調
停
手
続
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
調
停
は
調
停
手
続
の
開
始
以
後
、
当
事

者
が
合
意
し
た
事
項
を
調
停
書
に
記
載
し
た

後
に
当
事
者
が
記
名
捺
印
し
調
停
委
員
会
が

こ
れ
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
成
立
す
る
。

③
調
停
委
員
会
は
調
停
手
続
の
進
行
中
に

合
意
に
達
し
な
い
場
合
、
事
件
の
公
正
な
解

決
の
た
め
に
調
停
に
代
る
決
定
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

④
調
停
に
代
る
決
定
に
は
次
の
各
号
の
事

項
を
含
む
こ
と
が
で
き
る
。

１
．
調
査
対
象
の
人
権
侵
害
行
為
の
中
止

２
．
原
状
回
復
・
損
害
賠
愉
そ
の
他
必
要
な

救
済
措
置

３
．
同
一
又
は
類
似
す
る
人
権
侵
害
行
為
を

防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

⑤
調
停
委
員
会
は
調
停
に
代
る
決
定
が
行

わ
れ
た
場
合
は
遅
滞
な
く
そ
の
決
定
書
を
当
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事
者
に
送
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑥
当
事
者
が
第
５
項
の
規
定
に
基
づ
い
て

決
定
書
の
送
達
を
受
け
た
日
か
ら
２
週
以
内

に
異
議
を
申
し
立
て
な
い
と
き
は
調
停
を
受

諾
し
た
も
の
と
看
倣
す
。

第
岨
条
（
調
停
の
効
力
）

第
妃
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
く
調
停
及
び

第
姐
条
６
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
異
議
を
申

し
立
て
な
い
場
合
の
調
停
に
代
る
決
定
は
裁

判
上
の
和
解
と
同
じ
効
力
を
有
す
る
。

第
咀
条
（
救
済
措
置
の
勧
告
）

①
委
員
会
が
調
査
し
た
結
果
人
権
侵
害
が

発
生
し
た
と
判
断
す
る
と
き
は
、
被
陳
情
人
、

そ
の
所
属
機
関
・
団
体
又
は
監
督
機
関
（
以

下
「
所
属
機
関
等
」
と
い
う
）
の
長
に
対
し

次
の
各
号
に
定
め
る
事
項
を
勧
告
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

１
．
第
妃
条
第
４
項
の
各
号
に
定
め
る
救
済

措
置
の
履
行

２
．
法
令
・
制
度
・
政
策
・
慣
行
の
是
正
又

は
改
善

②
第
１
項
の
規
定
に
基
い
て
勧
告
を
受
け

た
所
属
機
関
等
の
長
に
関
し
て
は
第
泌
条
第

３
項
及
び
第
４
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
妬
条
（
告
発
及
び
懲
戒
の
勧
告
）

①
委
員
会
は
陳
情
を
調
査
し
た
結
果
、
陳

情
の
内
容
が
犯
罪
行
為
に
該
当
し
こ
れ
に
対

し
刑
事
処
罰
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
検
察

総
長
に
そ
の
内
容
を
告
発
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
但
し
、
被
告
発
者
が
軍
人
又
は
軍
務
員

で
あ
る
場
合
は
所
属
軍
参
謀
総
長
又
は
国
防

部
長
官
に
告
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
委
員
会
が
陳
情
を
調
査
し
た
結
果
、
人

権
侵
害
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
被
陳
情

人
又
は
人
権
侵
害
に
責
任
を
有
す
る
者
に
対

す
る
懲
戒
を
所
属
機
関
等
の
長
に
勧
告
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

③
第
１
項
に
基
い
て
告
発
を
受
け
た
検
察

総
長
又
は
所
轄
捜
査
機
関
の
長
は
告
発
を
受

け
た
日
か
ら
３
カ
月
以
内
に
捜
査
を
終
了
し

そ
の
結
果
を
委
員
会
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
但
し
、
３
カ
月
以
内
に
捜
査
を
終

了
で
き
な
い
と
き
は
そ
の
事
由
を
明
ら
か
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

④
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
委
員
会
か
ら

勧
告
を
受
け
た
所
属
機
関
等
の
長
は
、
こ
れ

を
尊
重
し
そ
の
結
果
を
委
員
会
に
通
報
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
妬
条
（
意
見
陳
述
機
会
の
賦
与
）

①
委
員
会
は
第
処
条
又
は
第
妬
条
の
規
定

に
基
づ
く
勧
告
又
は
措
置
を
行
う
前
に
被
陳

情
人
に
意
見
を
陳
述
す
る
機
会
を
与
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

②
第
１
項
の
場
合
、
当
事
者
又
は
利
害
関

係
者
は
、
口
頭
又
は
書
面
で
委
員
会
に
陳
述

す
る
か
必
要
な
資
料
を
提
出
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

第
幻
条
（
被
害
者
の
た
め
に
法
的
救
助
要
請
）

①
陳
情
に
関
す
る
委
員
会
の
調
査
、
証
拠

の
確
保
又
は
被
害
者
の
権
利
救
済
の
た
め
に

必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
、
委
員

会
は
被
害
者
の
た
め
に
「
大
韓
法
律
救
済
公

団
」
又
は
そ
の
他
の
機
関
に
法
的
救
助
を
要

請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
第
１
項
に
基
づ
く
法
的
救
助
の
要
請
は

被
害
者
が
明
示
し
た
意
思
に
反
し
て
行
う
こ

と
は
で
き
な
い
。

③
第
１
項
に
基
づ
く
法
的
救
助
の
要
請
の

手
続
・
内
容
及
び
方
法
に
関
し
て
必
要
な
事

項
は
委
員
会
の
規
則
で
定
め
る
。

第
侶
条
（
緊
急
救
済
措
置
の
勧
告
）

①
委
員
会
は
陳
情
を
受
け
付
け
た
後
、
調
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査
対
象
の
人
権
侵
害
行
為
が
継
続
中
で
あ
る

と
す
る
相
当
な
蓋
然
性
が
あ
り
、
こ
れ
を
放

置
す
る
場
合
、
回
復
困
難
な
被
害
が
発
生
す

る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、

そ
の
陳
情
に
対
す
る
決
定
の
前
に
陳
情
人
又

は
被
害
者
の
申
請
も
し
く
は
職
権
に
よ
り
被

陳
情
人
、
そ
の
所
属
機
関
等
の
長
に
次
の
各

号
の
措
置
を
取
る
よ
う
勧
告
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

１
．
医
療
、
給
食
、
衣
服
な
ど
の
提
供

２
．
場
所
、
施
設
、
資
料
な
ど
に
対
す
る
実

地
調
査
及
び
鑑
定
又
は
そ
の
他
の
機
関
が

行
う
検
証
及
び
鑑
定
へ
の
参
加

３
．
施
設
収
容
者
の
拘
禁
又
は
収
容
所
の
変

更

４
．
人
権
侵
害
行
為
の
中
止

５
．
人
権
侵
害
を
生
起
さ
せ
て
い
る
と
判
断

さ
れ
る
公
務
員
等
の
職
務
排
除

６
．
そ
の
他
被
害
者
の
生
命
、
身
体
の
安
全

の
た
め
に
必
要
な
事
項

②
委
員
会
は
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
当

事
者
又
は
関
係
者
等
の
生
命
及
び
身
体
の
安

全
と
名
誉
の
保
護
又
は
証
拠
の
確
保
も
し
く

は
隠
滅
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
取

る
か
関
係
者
及
び
そ
の
所
属
機
関
等
の
長
に

そ
の
措
置
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
姐
条
（
調
査
と
調
停
等
の
非
公
開
）

委
員
会
の
陳
情
に
対
す
る
調
査
・
調
停
及
び

審
議
は
非
公
開
と
す
る
。
但
し
、
委
員
会
の

議
決
が
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
公
開
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

第
印
条
（
処
理
結
果
の
公
開
）

委
員
会
は
本
章
に
基
づ
く
陳
情
の
調
査
及
び

調
停
の
内
容
と
処
理
の
結
果
、
関
係
機
関
等

に
対
す
る
勧
告
及
び
関
係
機
関
等
が
取
っ
た

措
置
等
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、

他
の
法
律
に
よ
り
公
表
が
制
限
さ
れ
る
か
個

人
の
私
生
活
上
の
秘
密
が
侵
害
さ
れ
る
お
そ

れ
が
あ
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
五
章
補
則

第
引
条
（
資
格
詐
称
の
禁
止
）

何
者
も
委
員
会
の
委
員
又
は
職
員
の
資
格
を

詐
称
し
て
委
員
会
の
権
限
を
行
使
し
て
は
な

ら
な
い
。

第
兜
条
（
秘
密
漏
え
い
の
禁
止
）

委
員
会
の
委
員
・
諮
問
委
員
又
は
職
員
も
し

く
は
そ
の
職
に
あ
っ
た
者
及
び
委
員
会
に
派

過
さ
れ
た
か
委
員
会
の
委
嘱
に
よ
り
委
員
会

の
業
務
を
遂
行
す
る
か
遂
行
し
た
者
は
業
務

処
理
中
に
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な

ら
な
い
。

第
別
条
（
類
似
名
称
の
禁
止
）

委
員
会
で
は
な
い
者
は
国
家
人
権
委
員
会
又

は
こ
れ
に
類
似
す
る
名
称
を
使
用
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。

第
別
条
（
公
務
員
等
の
派
遣
）

①
委
員
会
は
そ
の
業
務
遂
行
の
た
め
に
必

要
だ
と
認
め
る
場
合
関
係
機
関
等
の
長
に
そ

の
所
属
公
務
員
又
は
職
員
の
派
遣
を
要
請
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

②
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
要
請
を
受
け

た
関
係
機
関
等
の
長
は
委
員
会
と
協
議
し
所

属
の
公
務
員
又
は
職
員
を
委
員
会
に
派
遣
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

③
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
委
員
会
に

派
遣
さ
れ
た
公
務
員
又
は
職
員
は
そ
の
所
属

機
関
か
ら
独
立
し
て
委
員
会
の
業
務
を
遂
行

す
る
。

④
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
委
員
会
に

公
務
員
又
は
職
員
を
派
遣
し
た
関
係
機
関
等

の
長
は
委
員
会
に
派
遣
さ
れ
た
公
務
員
又
は
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職
員
に
対
し
て
、
人
事
及
び
処
遇
等
に
お
い

て
不
利
な
措
置
を
取
っ
て
は
な
ら
な
い
。

第
弱
条
（
不
利
益
の
禁
止
と
支
援
）

①
何
者
も
こ
の
法
に
基
づ
い
て
委
員
会
に

陳
情
、
陳
述
、
証
言
、
資
料
等
の
提
出
又
は

答
弁
を
行
っ
た
こ
と
だ
け
を
理
由
に
解
雇
、

填
補
、
懲
戒
、
不
当
な
待
遇
そ
の
他
身
分
も

し
く
は
処
遇
に
関
連
し
て
不
利
益
を
受
け
な

②
委
員
会
は
人
権
侵
害
の
真
相
を
明
ら
か

に
す
る
か
証
拠
も
し
く
は
資
料
等
を
発
見
又

は
提
出
し
た
者
に
必
要
な
支
援
又
は
補
償
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
。

③
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
く
支
援
又
は
補

償
の
内
容
、
手
続
そ
の
他
必
要
な
事
項
は
委

員
会
の
規
則
で
定
め
る
。

第
六
章
罰
則

第
舶
条
（
人
権
擁
護
業
務
妨
害
）

①
次
の
各
号
の
ｌ
に
該
当
す
る
者
は
５
年

以
下
の
懲
役
又
は
３
千
萬
圓
以
下
の
罰
金
に

処
す
る
。

１
．
委
員
会
の
業
務
を
遂
行
す
る
委
員
会
の

委
員
又
は
職
員
に
暴
行
又
は
脅
迫
し
た
者

１
◎
 

０
Ｖ
 

２
．
委
員
会
の
委
員
又
は
職
員
に
対
し
て
そ

の
業
務
上
の
行
為
を
強
要
又
は
阻
止
し
そ

の
職
を
辞
退
さ
せ
る
目
的
で
暴
行
又
は
脅

迫
し
た
者

３
．
危
険
な
計
略
を
用
い
て
委
員
会
の
委
員

又
は
職
員
の
業
務
遂
行
を
妨
害
し
た
者

４
．
本
法
第
４
章
の
規
定
に
基
づ
い
て
委
員

会
の
調
査
対
象
に
な
る
他
者
の
人
権
侵
害

事
件
に
関
す
る
証
拠
を
隠
滅
、
偽
造
、
又

は
変
造
す
る
か
も
し
く
は
偽
造
又
は
変
造

し
た
証
拠
を
使
用
し
た
者
。

②
親
族
、
戸
主
又
は
同
居
の
家
族
が
本
人

の
た
め
に
第
１
項
第
４
号
の
罪
を
犯
し
た
と

き
は
処
罰
さ
れ
な
い
。

第
印
条
（
陳
情
書
作
成
等
の
妨
害
）

第
ｎ
条
の
規
定
に
違
反
し
て
陳
情
を
許
可
し

な
い
か
妨
害
し
た
者
は
３
年
以
下
の
懲
役
又

は
１
千
萬
圃
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
印
条
（
資
格
詐
称
）

第
皿
条
の
規
定
に
違
反
し
て
委
員
会
の
委
員

又
は
職
員
の
資
格
を
詐
称
し
て
委
員
会
の
権

限
を
行
使
し
た
者
は
２
年
以
下
の
懲
役
又
は

７
百
萬
圓
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
砠
条
（
秘
密
漏
泄
）

第
兜
条
の
規
定
に
違
反
し
て
業
務
処
理
中
に

知
り
得
た
秘
密
を
漏
泄
し
た
者
は
２
年
以
下

の
懲
役
も
し
く
は
禁
固
又
は
５
年
以
下
の
資

格
停
止
に
処
す
る
。

第
印
条
（
緊
急
救
済
措
置
の
妨
害
）

第
姐
条
第
１
項
又
は
第
２
項
に
基
づ
い
て
委

員
会
が
行
う
措
置
を
妨
害
し
た
者
は
１
年
以

下
の
懲
役
又
は
５
百
萬
圓
以
下
の
罰
金
に
処

す
る
。

第
田
条
（
秘
密
侵
害
）

第
ｎ
条
第
６
項
又
は
第
７
項
の
規
定
に
違
反

し
て
秘
密
を
侵
害
し
た
者
は
１
千
萬
圓
以
下

の
罰
金
に
処
す
る
。

第
距
条
（
罰
則
適
用
に
お
け
る
公
務
員
擬
制
）

委
員
会
の
委
員
の
中
公
務
員
で
な
い
者
は
刑

法
そ
の
他
の
法
律
に
基
づ
く
罰
則
の
適
用
に

お
い
て
は
公
務
員
と
看
倣
す
。

第
囲
条
（
科
料
）

①
次
の
各
号
の
１
に
該
当
す
る
者
は
’
千

萬
圓
以
下
の
科
料
に
処
す
る
。

１
．
正
当
な
理
由
な
く
第
型
条
第
１
項
の
規

定
に
基
づ
く
訪
問
調
査
又
は
第
泌
条
の
規

定
に
基
づ
く
実
地
調
査
を
拒
否
、
妨
害
又

は
忌
避
し
た
者
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２
．
正
当
な
理
由
な
く
第
弱
条
第
１
項
第
１

号
又
は
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
く
委
員
会

の
陳
述
書
提
出
書
要
求
又
は
出
席
要
求
に

応
じ
な
か
っ
た
者

３
．
正
当
な
理
由
な
く
第
拓
条
第
１
項
第
２

号
及
び
第
４
号
又
は
第
３
項
の
規
定
に
基

づ
く
資
料
等
の
提
出
要
求
お
よ
び
事
実
照

会
に
応
じ
な
い
か
又
は
虚
偽
の
資
料
等
を

提
出
し
た
者

②
第
兜
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
３
百

萬
回
以
下
の
科
料
に
処
す
る
。

③
第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
く

科
料
は
大
統
領
令
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い

委
員
長
が
賦
課
す
る
。

④
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
く
科
料
の
処
分

に
不
服
で
あ
る
者
は
そ
の
処
分
の
告
示
を
受

け
た
日
か
ら
訓
日
以
内
に
賦
課
権
者
に
異
議

を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑤
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
く
科
料
処
分
を

受
け
た
者
が
第
４
項
の
規
定
に
基
い
て
異
議

を
提
起
し
た
と
き
は
、
賦
課
権
者
は
遅
滞
な

く
管
轄
裁
判
所
に
そ
の
事
実
を
通
報
し
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
通
報
を
受
け
た
管
轄
裁

判
所
は
非
訟
事
件
手
続
法
に
基
づ
き
科
料
の

②
こ
の
法
律
に
基
づ
い
て
最
初
に
任
命
さ

れ
た
人
権
委
員
の
任
期
は
こ
の
法
律
施
行
日

か
ら
開
始
す
る
も
の
と
す
る
。

第
２
条
（
大
統
領
令
の
制
定
）

委
員
長
は
国
務
総
理
に
こ
の
法
律
の
施
行
に

関
す
る
大
統
領
令
案
の
提
出
を
建
議
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

第
１
条
（
施
行
日
）

①
こ
の
法
律
は
公
布
し
た
日
か
ら
６
カ
月

以
後
に
施
行
す
る
。
但
し
、
人
権
委
員
及
び

所
属
職
員
の
任
命
、
こ
の
法
律
に
関
す
る
委

員
会
規
則
の
制
定
・
公
布
、
委
員
会
の
設
立

準
備
は
施
行
日
以
前
に
行
う
こ
と
が
で
き

裁
判
を
行
う
。

⑥
第
４
項
の
規
定
に
基
づ
く
期
間
内
に
異

議
を
提
起
せ
ず
科
料
を
納
付
し
な
い
と
き
は

国
税
滞
納
処
分
の
事
例
に
従
っ
て
こ
れ
を
徴

る
０ 

収
す
る
。

〈
付
則
〉




